
 
 

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

令

和

元

年

五

月

九

日 

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
強
化
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
等
の
重
要
性
に
鑑
み
、
特
許
法
等
の
知
的
財
産
制
度
が
有
効

に
機
能
し
、
そ
の
役
割
が
十
分
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
、
諸
外
国
に
お
け
る
制
度
改
革
の
進
展
に
適
切
に
対
応
し
つ
つ
、
制
度

の
不
断
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
制
度
運
用
の
実
効
性
を
注
視
し
て
い
く
こ
と
。 

 

二 

新
た
に
創
設
さ
れ
る
査
証
制
度
に
つ
い
て
は
、
営
業
秘
密
等
の
保
護
に
留
意
し
つ
つ
、
必
要
な
査
証
が
適
切
に
実
施
さ
れ
、

実
効
的
な
権
利
保
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
適
宜
検
証
し
、
必
要
な
見
直
し
の
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

い
わ
ゆ
る
「
懲
罰
的
賠
償
制
度
」
及
び
「
二
段
階
訴
訟
制
度
」
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
の
動
向
も
注
視
し
つ
つ
、

引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。 

 

四 

意
匠
権
の
保
護
対
象
の
拡
充
に
当
た
っ
て
は
、
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
負
担
の
軽
減
や
十
分
な
審
査
体
制
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


